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特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護
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重要事項説明書
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株式会社スーパー Bコート

介護付有料老人ホーム

スーパー・コート八尾

l

最終ページにご署名・ご捺印をお願いします
…Ⅲ



重要事項説明書

令和7年2月 1日

松谷直巳

スーパー・ コー ト人尾 施設長

記入年月 日

記入者名

所属・職名

1 事業主体概要

2 有料老人ホーム事業の概要

(住まいの概要 )

(ふ りがな)か ぶしきがいしゃ す―ぱ― 。こ―と

株式会社 スーパー・コー ト
9120001044281

〒 550-0005

大阪府大阪市西区西本町一丁目7番 7号

06-6543-2291/06-6543-9007

httpプ / www supercourt co ip

代表取締役 / 山本 晃嘉
平成  7年 5月 19日

米 別 が 1(別 に 乗 施 巧 0ク
「
阿隻ア
~ヒ ス ~Я 衰 ブ

有料老人ホームの設営運営、不動産の賃貸・管理・保有並びに運用

電話番号/FAX番 号
メールア ドレス

ホームページア ドレス

名称

法人番号

主たる事務所の所在地

連絡先

代表者 (職名/氏名 )

設立年月 日

主な実施事業

(ふ りがな)かいごつきゆうりょうろうじんほ―む す―ぱ― 。こ―とやお

介護付有料老人ホーム スーパー・コー ト人尾

有料老人ホーム設置時の老人福祉法第 29条第 1項に規定する届出

介護付 (一般型特定施設入居者生活介護を提供する場合)

T  581-0066

大阪府人尾市北亀井 3丁 目2-31

」R大和路線 『久宝寺駅』駅 徒歩11分
072-929-4850

072-929-4853

VaO@SuDercourt co ID

htto://

施設長 / 松谷直巳

平成  19年5月 1日 /   平成

電話番号

FAX番 号

メールア ドレス

ホームページア ドレス

名称

届出・登録の区分

有料老人ホームの類型

所在地

主な利用交通手段

連絡先

管理者 (職名/氏名 )

有料老人ホーム事業開始
日/届出受理日・登録日
(登録番号)

(特定施設入居者生活介護の指定)

人尾市

指定の更新 日 (直近 )

指定の更新 日 (直近 )

所管している自治体名

所管している自治体名

2775507227

指定日

令和 4年 4月 1日

2775507227

指定日

令和 4年 4月 1日

特定施設入居者生活介護
介護保険事業者番号

特定施設入居者生活介護

指定日・指定の更新 日
(直近 )

介護予防
特定施設入居者生活介護
介護保険事業者番号

介護予防
特定施設人居者生汚介護
脂定日・指定の更新日 (直近)



3建物概要

あ り

平成  19。 4.1 平成   49。 4末

1,912.9 ポ

あ り

平成  19.4.1 平成   49.4末
1,904.5 ピ (う ち有料老人ホーム部分 1,847.O   H〔 )

老人ホーム

その他の場合

その他の場合 :

3階    (地 上 3階、地階 階 )

60室 (   )
備考 (部屋タイ
プ、相部屋の定員
数等 )

うち男女別の対応が可能なトイレ Oヶ所

うち車椅子等の対応が可能な トイレ   4ヶ 所
ヶ所

その他 :

な し

あり (車椅子対応 ) lヶ所

中廊下   1.8m  片廊下   1.8m
3ク所

脱衣室 あり

通報先から居室までの到着予定時間  1～ 3分

火災通報設備  あり

避難訓練の年間回務   2回

室数

60

入居者や家族が利
用できる調理設備

用途区分

届出又は登録 (指定)を した室数

面積

18だ

機械浴   lヶ 所

浴室  あ り

契約の自動更新

契約の自動更新

サ高住に登録 している場合、登録基準への適合性

収納

×

面積   194.0 ピ

面積 ２
ｍ

平成  18.9.15

台所

×

トイレ あり

自動火災報知設備 あり

あ り

な し

な し

浴室

×

大浴場    lヶ 所

チェ

アー浴
lヶ所

通 報 先 職員携帯PHS/事務所

な しの場合

(改善予定時

期 )

消防計画

抵当権

抵当権

耐火建築物

妹 月力」 /ク ノ ~

＼ 各ヽ

60戸

洗面

○

4ヶ所

lヶ所

Oヶ所

居室  あ り

賃借権

賃借権

トイレ

○

あ り

あ り

あ り

権利形態

賃貸借契約の期間

面積

権利形態

賃貸借契約の期間

延床面積

竣工日

耐火構造

構造

階数

総戸数

部屋タイプ

一般居室個室

共用 トイ レ

共用浴室

共用浴室における

介護浴槽

食堂

機能訓練室

エレベーター

廊下

汚物処理室

緊急通報装置

その他

消火器

スプリンクラー

防火管理者

土地

建物

居室の

状況

共用施設

消防用
設備等



4 サービスの内容

(全体の方針)

(介護サービスの内容)

の

の対象となるサービスの体制の

私たちは、常に安全で清潔、イキイキした生活を操供すると共にご家族の気持ちで
親身になってお世話致 します。
現地現場主義に徹 して、お客様に満足していただくため、私たちはひたすらお客様
の要求に合わせて自分を変えていきます。独自性があり質の高いサービスをグルー
プをあげて構築 しながら時代を先取りする創造的な企業を目指 します。

ホテル莱で培つたホスピタツティやホテルで利用 している天然温泉を介護の現場で

導入 しつつ産学協同で『 長寿いきいき研究所』を開設 して、認知症クア・重度医療
対応の介 ,室 を学術的な見地から研究してお ります。
より安全、正確に入居者様の生活をご提供するため、有料老人ホーム業界ではいち
早くiPadで入居者様のライフ管理システムを構築 してお ります。

委託業者名等

塩梅株式会社

(調理)塩梅株式会社 (洗濯・居室掃除)自 社
(共用部清掃)株式会社OBK
・個人別健康管理
・看護職員による健康情報の継続管理
※プライバシー保護のため管理を厳 しくしております。

食要や入浴等 を通 して
~騒
日少 な くとも1回 の安否確認 を行 うと共に介護職

員 による定期巡回

医療法人 橘甲会
年 2回の健康診断の機会付与

※別添 2(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅が
提供するサービスの一覧表 )
こ人 唐者 の人権 の擁 護 。

「
ビゴ行 の Ⅲ力二等 の た め に、次 の看 慮 を議 します

① 虐待を防止するための本施設従業者に姑する 研修の実施

② ご入居者及び身元引受兼連帯保証人からの苦情
処理体制の整備

③ その他、虐待防止のために必要な措置
本施設従業者または養護者 (ご入居者の家族等、
ご入居者を現に養護する者)に よる虐待を受けた
と思われるご入居者を発見した場合は、速やかに

本施設では、こ入居者の生命又は身体を保護するため繁急やむを得ない場
合を除き、身体拘束は行いません。但し、繁急やむを得ず身体拘束を行う
場合は、その態様及び時間・その際のご入居者の心身状況・緊急やむを得
なかつた理由を記録し、2年間保存します。
身元引受兼連帯保証人からの要求がある場合及び監督機関等の指示がある
場合には、これを開示します。

運営に関する方針

サービスの提供内容に関する特色

提供形態

自ら実施

委託

自ら実施・委託

自ら実施

自ら実施

提供内容

サ高住の場合、常駐する者

委託

提供方法

利用者の個別的な選択によるサービス

虐待防止

身体的拘束

サービスの種類

入浴、排せつ又は食事の介護

食事の提供

調理、洗濯、掃除等の家事の供寺

健康管理の支援 (供与 )

状況把握・生活相談サービス

健康診断の定期検診

③計画作成担当者は、指定特定施設入居者生活介護・指定介護予防特定施設 入居者生活介護の提供
開始前に、入居者の意向や心身の状況等のアセスメント等を行い、援助の目標に応じて具体的な
サービス内容、サービス提供期間等を記載した特定施設サービス計画・介護予防特定施設サービス

計画 (以下、「計画」という。)を作成する。
②計画の作成にあたつては、多様なサービスの提供及び利用に努め、入居者及び家族等に対して、
その内容を理解しやすいよう説明し、同意を得たうえで交付するものとする。
③計画に基づくサービスの提供の開始から、少なくとも 1月 に 1回は、入居者の状況やサービスの
fだ供状況について、計画作成担当者に報告する。
④計画に記載しているサービス提供期間が終了するまでに、少なくとも1回は、計画の実施状況の
把握 (「モニタリング」という。)を行う。
Э計画作成後は実施状況の把握を行い、必要に応じて計画の変更を行う。

食事 の提供及び介助が必要な利用者 に対 して、介助 を行 います

蕉下困賞ヒ者 のためのきざみ合 、ムー ス全等の評価 を行 いますハ

自ら入浴が困難な利用者に対し、 1週間に2回以上、入浴 (全身浴・部分浴)の分

介助が必要な利用者に対して、 トイレ誘導、排泄の介助やおむつ交換を行います。
介助が必要な利用者に対して、上着、下着の更衣の介助を行います。

あ り 介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いすへ移来の介助を行います。

介助が必要な利用者に対して

を行います。

配剤 された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認
あ り

利用者の能力に応じて、食事、入浴、排せつ、更衣などの日常生活動作を通じた訓練を行います。

利 用 者 の 記 刀 に 胚 し に、 兵 回 |イ 」`に イrつ レ ク ッエ ー ン ヨ ン ヾ 菰 指 、 14ド探 7rと 笹 運 した 。lT/黒 ど trい ま
十 _

あ り
利用者 の能力 に応 じて、集 団的に行 うレク リエー シ ョンや歌唱、体株 な ど

を通 じた訓練 を行います。

あ り
利用者 の選択 に丞つ き、越味・越 同に心 し′

~月
Ч作佑冨D守 の場 を発供 しま

キ^

常に利用者の健康状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じます。

外 出又 は外 泊 しよ うとす る時 は、 そ の郡 反 外 出外 狙 元 、用件 、厄 設 ヘ サ〒君

する予定日時などを管理者に届出ること。
身上に関する重要な事項に変更が生じた時は、速やかに管理者に届出る
工′́̂

サー ビス向上のため、職員 に対 し、イ刀任者 、人権、身体拘束、層行、感染圧 、食 中毒、写故対斥 、

訳知席 ケア、介諮技術等の研修 を実施 しているハ

な し

(I)個別機能訓練加算

特定施設サービス計画及び介護
予防特定施設サービス計画等の

作成

食事の提供及び介助

入浴の提供及び介助

排泄介助

更衣介助

移動・移乗介助

服薬介助

日常生活動作を通じた訓練

レクリエーションを通じた訓練

器具等を使用 した訓練

創作活動など

健康管理

施設の利用に当たつての留意事項

その他運営に関する重要事項

短期利用特定施設入居者生活介
護の提供

日
常
生
活
上

の
世
話

機
能
訓
練

他
そ
の

若 軽



あ り

あ り

(介護・看護職員の配置率)

3: 1   以上

(H)

(Ⅱ )

若年性認知症入居者受入加算

口腔衛生管理体制加算 (※ 2)

口腔・栄養スクリーニング加算

退院・退所時連携加算

退居時情報連携加算

科学的介護推進体制加算

新興感染症等施設療養費

夜間看護体制加算

協力医療機関連携加
算 (※ )

看取り介護加算

認知症専門クア加算

サービス提供体制強
化力日算

介護職員処遇改善加
算

入居継統支援加算

生活機能向上連携カロ算

ADL維持等加算

高齢者施設等感染対策向上加算

生産性向上推進体制加算

人員配置が手厚い介護サービス
の実施

※ 1 「協力医療機関連携加
算 (I)は、「相談・診
療を行う体制を常時確保
し、緊急時に入院を受け
入れる体制を確保してい
る場合」に該当する場合
を指し、「協力医療機関
連携カロ算 (Ⅱ )」 は「協
力医療機関連携加算
(I)」 以外に該当する
場合を指す。

2 「地域密着型特定施設
入居者生活介護」の指定
を受けている場合。

(併設している高齢者居宅生活支援事業者)

【併設している高齢者居宅生活支援事業者がない場合は省略】

(連携及び協力している高齢者居宅生活支援事業者)

【連携及び協力している高齢者居宅生活支援事業者の提供を行つていない場合は省略】

(医療連携の内容)※治療費は自己負担

(ふ りがな)

(ふ りがな)

事業所名称

主たる事務所の所在地

事務者名

併設内容

(ふ りがな)

(ふ りがな)

事業所名称

主たる事務所の所在地

事務者名

連携内容

救急車の手配

その他の場合 :   緊急時以外はご家族同行、もしくは外部ヘルパーを実費利用
医療法人嘉健会 思温病院
〒557-0034 大阪市西成区松 1丁 目1番 31号

内科、外科、整形外科、総合診療科、泌尿器科、救急

あ り
入所者の病状の急変時等において

相談対応を行 う体制を常時確保

診療の求めがあつた場合において
診療を行う体制を常時確保

名称

住所

診療科目

協力科目

協力内容

医療支援

協力医療機関
な し



医療法人思温会 思温クリニック
〒546-0042 大阪市東住吉区西今川4丁 目17番 13号

内科、訪問診療

あ り

な し

医療法人 薫歯会 志紀ファミリークリニック
〒581-0031人尾市志紀町3丁 目10番地

入所者の病状の急変時等において
相談対応を行う体制を常時確保

診療の求めがあった場合において
診療を行う体制を常時確保

名称

住所

診療科目

協力科目

協力内容

名称

住所

名称

住所

新興感染症発生時に
連携する医療機関

協力歯科医療機関

(入居後に居室を住み替える場合)【住み替えを行つていない場合は省略】

(入居に関する要件)

その他の場合

追加費用

調整後の内塔

変更の内容

変更の内容

変更の内容

変更の内容

変更の内容

変更の内容

入居後に居室を住み替える場合

判断基準の内容

手続の内容

追力目的費用の有無

居室利用権の取扱い

前払金償却の調整の有無

面積の増減

便所の変更

浴室の変更

洗面所の変更

台所の変更

その他の変更

従前の居室との仕様の変更

要支援、要介護

1既ね 65歳以上の方
日常生活で介護を必要とされる方 (要支援 1、 2・ 要介護 1～ 5の方)
利用料のお支払いが可能な方
公的な介護保険、医療保険に加入されている方
円滑に共同生活を営んでいただけると事業主体が判断できる方

継統した入院加療、医療行為の必要の無い方
下記項目に該当しない方 (ご入居者・身元引受兼連有子保証人・親族含む)
・暴言、暴力行為のある方
・暴力団関係者の方
・刺青のある方

① 入居者が死亡したとき (入居者が2名の場合は両者とも死亡したとき)
② 事業者からの契約解除条項に基づき解除を通告し、予告期間が 満了した時
③ 入居者からの解約条項に基づき解約をおこなつたとき

り入居したとき
②管理費その他の費用の支払いをlヶ 月以上遅滞すると
き
③建物、付属設備又は敷地を故意又は重大な過失により
汚損、破損又は滅失したとき
④第 6条 (管理規約)、 第 18条 (使用上の注意)、 第
24条 (原状回復の義務)第 1項、第 25条 (転貸、議
渡等の禁上)又は第 26条 (動物飼育の制限)の規定に
違反したとき
③ご入居者の行動が他の入居者の生活又は健康に重大な
影響を及ぼすとき、又は、重大な髭響を及ぼすと事業主
体が判断する時、但しご入居者の行動が特定の病困等に
基づくものであると事業主体が指定するの医師により診
断され、ご入居者が医療機関において通院・入院により
治療を受けている場合等についてはこの限りではありま

lヶ 月

lヶ 月

空室がある場合
1泊 2日 (3食付)4,850円  最長 1週間

60 人

身元引受兼違帯保証人等の条件、義務等)
身元引受兼違若子保証人を1人定めていただきます。
・利用料の支払い等についてご入居者と連帯して責任を負うものとします。
・入居契約が解除された時にご入居者並びに所有する物品をお引き取り
いただきます。

解約条項

解約予告期間

内容あ り

入居対象となる者

留意事項

契約の解除の内容

事業主体から解約を求める場合

入居者からの解約予告期間

体験入居

入居定員

その他



5職員体制
(職種別の職員数)

兼務している職種名及び人数

40時間

常勤換算人数

1

1

20。 1

3.4

1

1

1

3

1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数

職員数 (実人数)

合計

20

17

3

2

1

1

6

5

1

1

1

1

2

1

1

26

22

4

1

1

1

4

管理者

生活相談員

直接処遇職員

介護職員

看護職員

機能訓練指導員

計画作成担当者

栄養士

調理員

事務員

その他職員

(

の

している機能訓練指導員の人数)

の

備考

1

0

5

7

2

8

合計

8

2

10

介護福祉士

ク「 田隻偶 往 =夫 務 石
■オ修 修 J

者

介護職員初任者研修修了者

非常勤常勤

11

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

柔道整復師

あん摩マッサージ指圧師

イまり自市

きゅう師

看護師又は准看護師

最少時人数 (宿直者 。休憩者等を除く)平均人数

夜勤帯の設定時間 (16時 00分～ 翌10時00分 )



人

2 人

人

人

人

3 人

人

人

看護職員

介護職員

生活相談員

(特定施設入居者生活介護等の提供体制)

(職員の状況 )

3:1以上

2。 3:1

人

契約上の職員配置比率

実際の配置比率

(記入日時点での利用者数 :常勤換算職員数)

ホームの職員数

訪問介護事業所の名称

訪問看護事業所の名称

通所介護事業所の名称

外部サービス利用型特定施設であ
る有料老人ホームの介護サービス

提供体制 (外部サービス利用型特
定施設以外の場合、本欄は省略)

特定施設入居者生活介護
の利用者に対する看護・

介護職員の割合
(一般型特定施設以外の

場合、本欄は省略 )

な し

介護福祉士

計画作成担当者

非常勤

あ り

常勤

1

1

機能訓練指導員

非常勤常勤

1

生活相談員

非常勤

他の職務との兼務

資格等の名称

常勤

1

介護職員

非常勤

2

0

3

3

6

2

3

あ り

常勤

3

1

2

2

1

業務に係る
資格等

看護職員

非常勤

1

1

1

備考

従業者の健康診断の実施状況

常勤

0

0

1

管理者

前年度 1年間の
採用者数

前年度 1年間の
退職者数

じ
た
1年未満

1年以上
3年未満の

人 し

た 3年以上
5年未満

5年以上
10年未満

|こ

応 10年以上



6利 用料金
い

のプ

利用権方式

月払い方式

と要択 ガ
'ヽ

〔ノノr」

容
※該当する方式を
ハ ′ 理 tロ

な し

な し

家賃・管理費のみお支払い頂きます。あ り

内容

目的施設が所在する地域の自治体が発表する消費者物価指数及び人件費等を働
案します。

運営懇談会等の意見を聴いたうえで改定するものとします。また、改定にあ
たつては入居者及び身元引受兼連帯保証人等へ事前に通知します。

条件

手続き

居住の権利形態

利用料金の支払い方式

年齢に応じた金額設定

要介護状態に応じた金額設定

入院等による不在時における利用
料金 (月 払い)の取扱い

利用料金の改定

使用分実費

プラン3 難病

18.00rド

あ り

あ り

な し

な し

な し

105,900円

21,820円

費用1割、2割又は3割

49,880円

34,200円

要支援 1～要介護 5

概ね65歳～

一般居室個室

97,080円

38,000円

介護保険費用1割

38,880円

20,200円

使用分実費

プラン2生活保護

要支援 1～要介護 5

概ね65歳 ～

一般居室個室

18.00rド

あ り

あ り

な し

な し

な し

76,000円

費用 l割、2割又は3割

49,880円

34,200円

使用分実費

プラン 1

要支援 1～要介護 5

概ね65歳～

一般居室個室

18.00rだ

あ り

あ り

な し

な し

な し

160,080円

要介護度

年齢

部屋タイプ

床面積

トイレ

洗面

浴 室

台所

収納

食費

管理費

状況把握及び生活相談サービス賓

電気代

特定施設入居者生活介護※の費用

介
護
保
険
外

家賃

サ
ー

ビ

ス
費

用

月額費用の合計

備考 介護保険費用 1割、 2割又は 3割の利用者負担 (利用者の所得等
変わる。)※介護予防・地域密着型の場合を含む。詳細は別添 3及び 4の とおりです。

じて負担割合が

入居者の状況

居室の状況

入居時点で必要な費用



(利用料金の算定根拠等)

(特定施設入居者生活介護に関する利用料金の算定根拠 )

(前払金の受領)※前払金を受領していない場合は省

近隣相場による

家賃の ヶ月分

食材費ならびに調理委託会社への諸経費等

共用施設等の維持管理費、事務・管理部門職員の人件費及び事務費

居室内の電気代は別途使用量に応 じた実費負担

丹U坊ミ2

丹UИミ2

解約時の対応

家賃

敷金

前払金

食費

管理費

状況把握及び生活相談サービス費

電気代

介護保険外費用

利用者の個別的な選択によるサー
ビス利用料

その他のサービス利用料

基本報酬、加算の利用者負担分

(上喝 )

※ 介護予防・地域密着型の場合を含む。

特定施設入居者生活介護※に対する自己負担

特定施設入居者生活介護※における人員配置が手厚
い場合の介護サービス (上乗せサービス)

算定根拠

想定居住期間 (償却年月数 )

償却の開始日

想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領
する額 (初期償却額 )

初期償却額

入居後 3月 以内の契約終了

入居後 3月 を超えた契約終了
返還金の算定方法

前払金の保全先



7入居者の状況
(入居者の人数)

(入居者の属性 )

0 人

3 人

人

43 人

0 人

2 人

0 人

7 人

9 人

20 人

1 0 人

9 人

人

8 人

24 人

人1 2

1 人

1人

人  /  1人
57 人

65歳未満
65歳以上 75歳未満
75歳以上 85歳未満
85歳以上

自立

要支援 1

要支援 2

要介護 1

要介護 2

要介護 3

要介護 4

要介護 5

6か月未満

6か月以上 1年未満

1年以上 5年未満

5年以上 10年未満
10年以上 15年未満
15年以上

喀痰吸引の必要な人/経管栄養の必要な人

入居者数

年齢別

要介護度別

入居期間別

39人

68,4%

3.03平均介護度

女性

女性

88.3歳

18人

31,6%

平均年齢95%

男性

男性

性別

男女比率

入居率

における退去者の状況)

0人

1人

9人

11 人

1人

0人

(解約事由の例)

11 人

(解約事由の例)

特別養護老人ホームヘの転居。長期入院療養の為。他施設転
居 。

自宅等

社会福社施設

医療機関

死亡者

その他

施設側の申し出

入居者側の申し出

生前解約の状況

退去先別の人数



8苦 情日事故等に関する体制

(利用者からの苦情・虐待に対する窓口等の状況)

①施設1階 事務室 ②株式会社スーパー・コート ③総合相談窓口

廻⊃072-929-4850
筵⊃06-6543-2291
廷⊃0120-78-4850

廻⊃072-929-4853
⊆⊃06-6543-9007
《)06-6543-9009

9:00-18:00

9:00-18:00

9100-18:00

な し

地域福祉部 高齢介護課
072-924-3012 //   072-924-3786

8:45-17:15

土日祝祭 日

介護保険室介護保険口果

06--6949--5418 /
9100-17:30

土日祝祭 日

/

/

地域福祉部 高齢介護課
072-924-9306 ///    072-924-3981

8:45-17:15

土日祝祭 日

窓日の名称 (設置者 )

電話番号 / FAX

平 日

土曜

日曜・祝 日

定休 日

窓口の名称 (所在市町村 (保険者))

電話番号 / FAX

平 日

定休 日

窓日の名称
(大阪府国民健康保険団体連合会 )

電話番号 / FAX

平 日

定休 日

窓日の名称 (有料老人ホーム所管庁 )

電話番号 / FAX

平 日

定休 日

窓口の名称
(サービス付き高齢者向け住宅所管庁)

電話番号 / FAX

平 日

定休 日

窓日の名称 (虐待の場合)

電話番号 / FAX

平 日

定休 日

姑応 している時間

対応 している時間

対応 している時間

封応 している時間

対応 している時間

対応 している時間



(サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応 )

(利用者等の意見を把握する体制、第二者による評価の実施状況等 )

9入居希望者への事前の情報開示

三井住友海上火災保険株式会社

福祉事業者総合賠償責任保「父

事故対応マニュアルによる対応

あ り

加入先

加入内容

その他

損害賠償責任保険の加入状況

賠償すべき事故が発生したときの対応

事故対応及びその予防のための指針

リングし閲覧に供している
と共にファイ リングし、ファイ

令和 6年 10月

あ り

開示の方法

開示の方法

実施 日

評価機関名称

結果の開示

実施 日

結果の開示

ありの場合

ありの場合

あ り

な し

者アンケー ト調査、意
等利用者の意見等を把
る取組の状況

見箱

第二者による評価の実施状
況

入居希望者に公開

入居希望者に公開

入居希望者に公開

入居希望者に公開

公開 していない

入居契約書の雛形

管理規程

事業収支計画書

財務諸表の要旨

財務諸表の原本



lo  その他
ありの場合

開催頻度 年 2回

構成員 ご八居者代表 身元引受兼連市保 J工人 施‐設関係者 民生委員等

虐待防止封策検討委員会の定期的な開催

指針の整備

定期定期な研修の実施

担当者の配置

身体的拘束等適正化検討委員会の開催

指針の整備

定期的な研修の実施

緊急やむを得ない場合に行 う身体的拘束その他の入居者の行動を制限す
る行為 (身体的拘束等)を行 うこと

あ り

感染症に関する業務継続計画

災害に関する業務継統計画

職員に対する周知の実施

定期的な研修の実施

定期的な訓練の実施

定期的な業務継続計画の見直し

ご入居者の名簿及びサービスの帳簿における個人 l月報に関する取り扱いについては、個人情靴
の保護に関する法律及び同法に基づく「個人情報の保護に関する法律についてのガイ ドライ
ン」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の道切な取扱いのためのガイダンス」並び
に、人尾市個人情報保護条例及び市町村の個人情報の保護に関する定めを遵守する。
また、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部へ情報提供する

際は、必要に応 じてご入居者または身元引受兼連帯保証人の了解を得るものとします。

身体的拘束等を行 う場合の態様及び時間、入居者の状

況並びに緊急やむを得ない場合の理由の記録

なしの場合の代替
措置の内容

ありの場合の提携
ホーム名

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

な し

運営懇談会

高齢者虐待防止のための取組の

状況

身体的拘束の適正化等の取組の

状況

業務継続計画 (BCP)の 策定
状況等

提携ホームヘの移行

個人情報の保護



スーパー・コートでは夜間24時間のオンコール体制をとつている。
夜間、次の症状があった場合は担当の看護職員に電話連絡し、指示のもと対応する。
た、連絡を受けた看護職員は必要に応じて主治医と連絡を取り介護職員へ伝達する。
・38度以上の発熱がみられる時  ・酸素飽和度 (SP02)が 90台以下
・血圧が平常時よりも変動があつた (上が180以上もしくは100以下)
・脈拍が速い (頻脈100回 /分以上)、 または遅い (徐脈40回/分以下)
・呼吸困難、呼吸が異常に速い、顔色不良、チアノーゼが出現している
・意識状態が悪い (ばんやりして反応が悪い。いつもと様子が違う。目がうつろ)
・転倒しており、バイタルサインの異常・外傷・疼痛その他症状を伴う場合
・出血がある (吐血、下血、外傷による多量の出血、長時間止血しない場合)
。Π区吐がある ・誤飲・異食時
。主治医・看護職員からの連絡の指示内容に準ずる場合
次の症状の場合は緊急時として対応し、早急に救急車の要請をする。
・激しい頭痛・胸痛・腹痛を訴え、脂汗を流し、身をよじつて苦しんでいる
・転倒し骨折の疑いがある (痛みの訴えが激しい、動けない)
。転倒で頭部を強く打つた疑いがある  ・転倒後、吐き気、嘔吐があった
。けいれん、ひきつけ、lE吐が何度もある  ・出血がひどい
。呼吸が止まつている、苦しそうにやっと呼吸している  。脈がふれない
・意識がない (意識が隊晴営として声をかけないと眠りこんでしまう)
。その他、異常(心肺停止など)を感じたり、急を要すると判断した場合
緊急時の状態観察の仕方
1 部屋の電気をつける
2 対応した方は落ち着いてその方の状態を見る
3 バイタルの測定 (体温・血圧・脈拍・酸素飽和度)
4 顔色 。チアノーゼ (口 唇・爪)の有無
5 慧識レベルの確認の仕方
・呼びかけに反応があるか?
・呼吸はしているか?
・痛みの訴えがあるか?痛みの場所はどこか ?
・視線があうか?目 の焦点は定まつているか?
・手を握つてもらい、それに対してしつかりと反応があるか?

ま

緊急時等における対応方法

不適合の場合
の内容

適合

代替措置
等の内容

な し

大阪府福社のまちづくり条例に

定める基準の適合性

人尾市有料老人ホーム設置運営
指導指針「規模及び構造設備」
に合致しない事項

上記項 目以外で合致 しない事項



(別添1)事業主体が八尾市で実施する他の介護サービス

所在地

<居宅サービス>

訪問介護 な し

訪問入浴介護 な し

訪問看護 な し

訪問 リハ ビジテーション な し

居宅療養管理指導 な し

通所介護 な し

通所 リハビリテーション な し

短期入所生活介護 な し

短期入所療養介護 な し

特定施設入居者生活介護 あ り スーパー・コー ト人尾 人尾市北亀井町 3丁 目2-31

福祉用具貸与 な し

特定福祉用 な し

<地域密着型サービス>

定期巡回 。随時対応型訪問介護看護 な し

夜間対応型訪問介護 な し

地域密着型通所介護 な し

認知症対応型通所介護 な し

小規模多機能型居宅介護 な し

認知症対応型共同生活介護 な し

地域密着型特定施設入居者生活介護 な し

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 な し

規ヽ模 型居宅介護 な し

<居宅介護予防サービス>

介護予防訪間入浴介護 な し

予防訪問看護 な し

介護予防訪問リハビジテーション な し

介護予防居宅療養管理指導 な し

介護予防通所リハビリテーション な し

介護予防短期入所生活介護 な し

介護予防短期入所療養介護 な し

介護予防特定施設入居者生活介護 あ り スーパー・コー ト人尾 人尾市北亀井町 3丁目2-31

介護予防福祉用具貸与 な し

特定介護予防福祉用具販売 な し

<地域密着型介護予防サービス>

介護予防認知症対応型通所介護 な し

護予防小規模多機能型居宅介護 な し

介護予防認知症対応型共同生 な し

<介護保険施設 >

老人福祉施設 な し

介護老人保健施設 な し

介護療養型医療施設 な し

医療院 な し

事業所の名称介護保険サービスの種類

な し

な し

居宅介護支援

介護予防支援



(男嘔添2) 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービスの一覧表

1回 /過月額費に含むあ り入院中の見舞い訪問

入
退
院

の
サ
ー

ビ

ス

洗濯物交換のみ月額費に含むあ り入院中の洗濯物交換・買い物

な し入退院時の同行

な し移送サービス

随時介護報酬に含むあ り生活リズムの記録 (排便・睡眠等)

健
康
管

理
サ
ー

ビ

ス

必要時介護報酬に含むあ り服薬支援

必要時介護報酬に含むあ り生活指導・栄養指導

随時介護報酬に含むあ り健康相談

年 2回の機会提供介護報酬に含むあ り定期健康診断

な し金銭・貯金管理

生
活
サ
ー

ビ

ス

必要時4,000円 /1時間あ り役所手続代行

臨時の買い物のみ200円 /回あ り買い物代行

外部からの訪問理美容実費あ り理美容師による理美容サービス

1回 /日管理費に含むあ りおやつ

な し入居者の嗜好に応じた特別な食事

感染症等、食堂での標食が不可の場合介護報酬に含むあ り居室配膳・下膳

2回/週 並びに必要時介護報酬に含むあ り日常の洗濯

1回/週 並びに必要時介護報酬に含むあ りリネン交換

1回/週 並びに必要時介護報酬に含むあ り居室清掃

介護報酬に含むあ り口腔衛生管理

介
護
サ
ー

ビ

ス

人尾市内 。人尾近隣4,000円 /1日寺間あ り通院介助

介護報酬に含むあ り機能訓練

介護報酬に含むあ り身辺介助 (移動・着替え等)

介護報酬に含むあ り特浴介助

介護報酬に含むあ り入浴 (一般浴)介助・清拭
実費あ りおむつ代

介護報酬に含むあ り排せつ介助・おむつ交換

介護報酬に含むあ り食事介助

備 考
個別の利用料で実施するサービス



(別添3)介護保険自己負担額 (自動計算)

当施設の地域区分単価 選択→ 5級地

利用者負担額は、 1割を表示しています。但し、法令で定める額以上の所得のある方は、 2割又は 3割負担と
なります。

10,45円

備 考

算定回数等

1月 1こつき

死亡日以前31日 メ
上45日 以下 (最大

死亡日以前4日 以上
30日 以下 (最大27

死亡 日以前 2日 又は
3日 (最大2日 間 )

死亡 日

1月 1こつき

1回につき

1回につき

1月 1こつき

1月 につき

1月 1こつき

1月 につき

1日につき(1月 1回運続す
る5日間を限度)

1月 につき

30日 あたり (円 )

利用者負担額

5,737

9,813

16,992

19,093

21,287

23,325

25,488

30日 あた り (円 )

利用者負担額

377

283

((介護予防)特定施設入居者生活介貫箆+加算単位数 (特定処遇改善加算を除く))× 122X

42

利用料

57,370

98,125

169,917

190,921

212,866

233,244

254,875

利用料

3,762

2,821

418

1日 あたり (円 )

利用な負担額

192

327

567

637

710

778

850

1日 あたり (円 )

利用者負担額

13

10

利用料

1,912

3,270

5,663

6,364

7,095

7,774

8,495

利用料

125

94

基本費用

単位数

183

313

542

609

679

744

813

単位数

12

9

40

要介護度

要支援 1

要支援 2

要介護 1

要介護 2

要介護 3

要介護 4

要介護 5

算定の有無等

あ り

な し

(Ⅱ )

な し

な し

な し

な し

(Ⅱ )

な し

な し

な し

な し

な し

な し

な し

な し

あ り

な し

な し

な し

な し

加算費用

個別機能訓練力日算 (I)

個別機能訓練加算 (Ⅱ )

夜間看護体制加算

協力医療機関連携加算

看取り介護加算

認知症専門ケア加算

サービス提供体制強化力日算

介護職員処遇改善力日算

入居継続支援加算

身体拘束廃止未実施減算

生活機能向上連携加算

若年性認知症入居者受入加算

日腔・栄養スクリーニング加算

退院・退所時連携加算

退去時情報連携加算

ADL維 持等加算

科学的介護推進体制加算

高齢者施設等感染対策向上加算
(I)

高齢者施設等感染対策向上加算
(Ⅱ )

新興感染症等施設療養費

生産性向上推進体制加算



(別添4)介護保険自己負担額

① 介護報酬額の自己負担基準表(介護保険報酬額の1割、2割又は3割を負担してい

自己負担分/月
(3害1負担の場

合 )

17,2H円

29,438円

50,976円

57,277円

63,860円

69,974円

76,463円

1,129円

63円

1,693円

847円

314円

126円

3,386円

12,189円

4,264円

4,013円

(最大
23,851円 )

26,899円

54,512円

7,399円

5,581円

自己負担分/月
(2を1負担の場合 )

11,474円

19,625円

33,984円

38,185円

42,574円

46,649円

50,975円

753円

42円

1,129円

565円

209円

84円

2,258円

8,126円

2,843円

2,676円

(最大15,901

円)

17,933円

36,341円

4,933円

3,721円

自己負担分/月
(1割負担の場合 )

5,737円

9,813円

16,992円

19,093円

21,287円

23,325円

25,488円

377円

21円

565円

283円

105円

42円

1,129円

4,063円

1,422円

1,338円

(最大7,951円 )

8,967円

18,171円

2,467円

1,861円

介護報酬額/月

57,370円

98,125円

169,917円

190,921円

212,866円

233,244円

254,875円

3,762円

209円

5,643円

2,321円

1,045円

418円

H,286円

40,629円

14,212円

13,376円

(最大79,503円 )

89,661円

181,704円

24,662円

18,601円

単位

183単位/日

313単位/日

542単位/日

609単位/日

679単位 /日

744単位/日

813単位/日

12単位/日

20単位/月

18単位/日

9単位/日

100単位/月

40単位/月

72単位/日

144単お拡/日

680単位/日

1,280単位/口

(最大7,608単位 /
円)

572単位/日

644単位/日

1,180単位/日

1,780単位/日

要支援 1

要支援2

要介護 1

要介護2

要介護 3

要介護4

要介護 5

個別機能訓練加算
(I)

個別機能)1練加算
(■ )

夜間看護体制加算
(I)

夜間看護体制加算
(Ⅱ )

協力医療機関連携加
算 (I)

協力医療機関連携加

算 (■ )

看 収 リクドロ隻刀‖鼻 (1,
(死亡 日メ 前 31日 以 上 45日

以 下 )

君収 り介護刀日写許 (I,
(死亡日以前4日 以上30日

以下)

看取り介護加算 (I)
(死亡日以前2日 又は3日 )

看取 り介護加算 (I)
(死亡 日)

看取り介護カロ算 (1)
(看取り介護一人当り)

看取 リクト護刀日鼻 (■ ,

(死亡 日以前 31日 以上45日

以下 )

者収 り介護刀日鼻 (■ ,

(死亡 日以前4日 以上 30日

以下 )

看取り介護加算 (Ⅱ )
(死亡日以前2日 又は3日 )

看取 り介護加算 (■ )
(死亡日)



(最大
94,389円 )

282円

377円

2,070円

1,693円

565円

(I) ((介護予防)特定施設入居者生活介護費+力日算単位数)× 128%

3,386円

2,070円

介護度に応じた1日 の単位数から10%減算 (例 :要介護 1の場合、-53単位/日 )

314円

627円

H,286円

63円

2,822円

784円

94円

189円

126円

32円

16円

784円

314円

32円

(最大62,926

円)

188円

251円

1,380円

1,129円

377円

2,258円

1,380円

209円

418円

7,524円

42円

1,881円

523円

63円

126円

84円

21円

H円

523円

209円

21円

(最大31,463円 )

94円

126円

690円

565円

189円

1,129円

690円

105円

209円

3,762円

21円

941円

262円

32円

63円

42円

H円

6円

262円

105円

11円

(最大314,628

円)

940円

1,254円

6,897円

5,643円

1,881円

11,286円

6,897円

1,045円

2,090円

37,620円

209円

9,405円

2,612円

313円

627円

418円

104円

52円

2,612円

1,045円

104円

(最大30,108単位 /
円)

3単位/日

4単位/日

22単位/日

18単位/日

6単位 /日

36単位/日

22単位/日

100単位/月

200単位/月

120単位/日

20単位/回

30単位/日

250単位/回

30単位/月

60単位/月

40単位/月

10単位/月

5単位/月

250単位/日

100単位 /月

10単位/月

看取り介護加算 (■ )
(看取り介護一人当り)

認知症専門ケア加算
(I)

認知症専門ケア加算
(Ⅱ )

サービス提供体制強
化力日算 (I)

サービス提供体制強
化カロ算 (Ⅱ )

サービス提供体制強
化加算 (Ⅲ )

介護職員等処遇改善
加算
(I)～ (V)
入居継続支援加算
(I)

入居継続支援加算
(Ⅱ )

身体拘束廃止未実施
減算

生活機能向上連携加
算 (I)

生活機能向上連携加
算 (Ⅱ )

若年性認知症入居者
受入加算

口腔・栄養スクリー
ニング加算

退院・退所時連携加

算

退居時情報提供加算

ADL維持等加算
(I)

ADL維持等加算
(Ⅱ )

科学的介護推進体制
加算

高齢者施設等感染対策向
上加算 (I)

高齢者施設等感染対策向
上加算 (Ⅱ )

新輿感染症等施設療養費
(月 1回連続5日 を限度 )

生産性向上推進体制加算
(I)

生産性向上推進体制加算

(Ⅱ )



※生活機能向上運拝ヵ力日算
個別機能訓練力日算を算定している場合、 (1)は算定できず、 (Ⅱ )を算定する場合は100単位を算定
する。

・lヶ月は30日 で計算しています。

②要支援・要介護別介護報酬と自己負担

は 、 I 及 Ⅱ

制加算を算定の場合の例です。
介護職員等処遇改善加算の加算額の自己負担分については別途必要となります。

要介護 5

254,875円

26,190円

52,377円

78,565円

要介護 4

233,244円

24,027円

48,051円

72,076円

要介護 3

212,866円

21,989円

43,976円

65,962円

要介護 2

190,921円

19,795円

39,587円

59,379円

要介護 1

169,917円

17,694円

35,386円

53,078円

要支援 2

98,125円

10,515円

21,027円

31,540円

要支援 1

5,737円

6,439円

12,876円

19,313円

(1割 の場合 )

(2割 の場合)

(3割 の場合 )

介護報酬

自己負担



別表 (1)

【介護サービス】

介護サービス等の一覧表を参照して下さい。

サ

ビ

ビ

要支援 1、 要支援2、 要介護 1、 要介護2、 要介護3、 要介護4、 要介護5

のそれぞれの段階で必要な介護予防止介護を行います。

ス

料金

月額利用料金に含む

実費

無料

内容

7:45朝食

11:45昼食

17:45夕食

慢性病のためには一時的に治療食の必要
な方には医師の指示を受けて治療食を提
供します。

病気等の理由で食堂で食事ができない場
合は、食事を居室までお届けします。下膳
サービスもいたします。

項 目

食事時間

治療費

居室での食事

料金

無料

内容

日常生活におけるご入居者の心配事や悩
みなどについては、職員の生活相談員が
いつでも相談に応じます。たとえば食事、健
康面、趣味、人間関係等

項 目

生活相談・助言

料金

個別機能訓練加算

内容

ご入居者の方に、機能回復訓練サービスを
行います。

項 目

機能回復訓練

料金

無料

無料

有料

無料

内容

来訪者の受付、取次ぎ、不在時の伝言郵
便物日新聞その他の配達物の受付 B保管、
タクシーツ イヽヤー等の配車依頼、その他

ご入居者の日常生活に必要な業者 (クリー
ニング店、食料品店、生花店等)の紹介斡
旋
E買物 (近くの店での生活用品の購入 )
口役所手続き
日病院投薬受け取り

ゴミは分別して屋外のゴミ集積場にだします

項 目

フロント

外部業者の取り扱い

代行

ゴミ収集



無料

無料

無料

施設内で行われる諸サービスのスケジュー
ル、内容及び日常生活における諸連絡に
ついては掲示板等によりお知らせいたしま
す。

葬式口仏儀についてはご入居者、身元引受兼
連帯保証人等との相談により、諸種便宜を計
らいます。

ご入居者の駐車場は設置しません。外来
者用のみとします。

内部情報サービス

葬儀関連

駐車場

月昭:表 (2)

―ビス

サービス

について

傷病により、治療および入院が必要な場合は、保険診療が適用されます。その場合の

一部自己負担金及び保険適用外のものについては、入居者の負担となります。

料金

実費

無料

無料

無料
ご入居者の慢性疾患については、その状
況に応じて個別に対応します。

内容
口定期健康診断 (年 2回 )
口個人別健康管理

H看護職員による健康情報の継続的管理

※プライバシー保護のため保管を厳しくし
ています。
巨ご入居者の心身の悩みについては、それ
ぞれ専門の担当で相談に応じます。

・生活相談員による心のカウンセリングを実
施しています。

項 目

定期健康診断

健康管理

健康相談

慢性疾患管理

無料

無料

料金

急に身体の具合が悪くなつた場合は、職員
がその知らせにより的確かつ迅速に応急

処置をします。また状況により医師と連絡

を取り提携医療機関等での救急治療ある
いは緊急入院が受け入れられるように計ら
います。

内容

病気または怪我により診断、治療が必要と
なつた場合、職員が次のサービスを提供し
ます。

①通院

通院可能な場合は、施設の協力医療機関
又は専門医を紹介する等いたします。

②入院

入院治療が必要となつた場合、入居者の希
望により入居者のかかりつけの医師・病院
と連絡を行う等の必要な措置を講じます。

項 目

日常医療支援

緊急対応時

(注 )



月1表 (3)

【連絡サービス】

料金

無料

無料

無料

無料

内容

容態の変化や事件口事故などが発生した場
合には、直ちに身元引受兼連帯保証人の
方などに連絡等所要の措置をとらせていた
だきます。

ご入居者の方のご意見に応じて、高齢者対
策など国や自治体関連諸制度、諸施策の
活用について、すみやかに掲示板に掲示
するなどしてお知らせしていきます。

介護予防を要するご入居者の状況を、身元
引受人等に定期的にご報告させていただき
ます。

介護を要するご入居者の状況を、身元引受
兼連帯保証人等に定期的にご報告させて
いただきます。

項 目

緊急連絡と措置

行政施策日制度

介護予防状況の報告

介護状況の報告



ご入居までのプロセス
お問い合わせ/施設見学
本施設に関心がある方へは、お問い合わせいただくことにより、本施設 よリパ

ンフレット、料金表、その他の参考資料をお届けします。

事前にご予約いただくことにより、見学も随時受け付けます。

施設利用申込み書類のお渡 し

本施設のご利用を希望される方には、「l抑スーパー・コー ト」ょり以下の利用申

込み関係書類をお渡 しし、作成をご依頼 します。

ご入居者アンケー ト兼連絡先一覧表 (心身の状況1)「スーパー・ コー ト」
の調査項 目を含みます )

2)健康診断書 (ス ーパー・コー トの所定様式 )
重要事項説明書3)「スーパー・ コー ト」

※ 3)については「いスーパー・コー ト」より直接ご説明させていただ
きます

(1)

◆

(2)

◆

(3)

◆

(4)

◆

施設利用申込み/利用相談
ご入居者には、以下の利用申込み関係書類のご提出をお願いいた します。

⑤～①のご提出は、ご入居 日決定後で結構です。

☆ 健康診断について

・  本施設の協力医療機関またはご入居者の主治医にて健康診断を受診い
ただき、所定の健康診断書を作成 していただきます。

・  健康診断書作成に関する費用は、ご入居者にてご負担いただきます。
ヒア リング調査 (ご要望事項の確認 )

本施設 としてご入居者に対 しどのような介護をしていくのか、また必要な環境

整備等について、ご提出いただいた書類をもとに、確認 とご相談のため、お電

話または直接にご訪問させていただきます。

ご訪問させていただく際には、日時、場所等を予めご相談させていただきます。◆

①  「スーパー・コー ト」ご入居者アンケー ト兼連絡先一覧表
② 健康診断書 (スーパー・コー ト所定様式で lヶ 月以内のもの)

③ 公的介護保険アセスメント閲覧同意書 (介護認定審査の際に受けたアセ

スメント結果を本施設での介護の参考にさせていただきます )

④ 診療情報提供書、看護サマリー (必要な方のみ)

⑤ 住民票 (ご入居者。身元引受人兼連帯保証人・各 1通 3ヶ 月以内のもの)

⑥ ご入居者の年金の振込みのお知らせ (公的年金受給額証明)、 または収入
証明 (身元引受人)

⑦ ご入居者の公的医療保険被保険者証 (健康保険証)
③ ご入居者の老人保健医療受給者証 (老人保険証)
⑨ ご入居者の介護保険被保険者証 (介護保険証)
⑩ ご入居者の介護保険負担割合証
① その他、保険証 。証明書。手帳等

※ 要介護認定の判定結果が表示されているもの



(5)

◆

(6)

◆

ご入居の決定

施設利用申込みがなされた場合でも、ご入居をお断 りする場合があります。

ご入居のお部屋、改装等の決定

「腑スーパー・コー ト」の担当者が、お部屋を決定 し、必要であれば改装の手

配をいたします。但 し、バ リアフリー、手す り等、介護に必要な改装に限 りま

す。

改装の費用はご入居者の負担 となります。

改装の開始は利用契約書を取 り交わした後になります。

ヒア リング調査 (ご要望事項の確認)に基づく見積書の作成
ヒア リング調査、ご入居者 。身元引受兼連帯保証人人のご希望をもとに、ご入

居者のご入居準備をいたします。

利用契約書の正式締結

施設利用契約手続きを行 うことになります。

正式な利用契約は、契約当事者が「爛スーパー・コー ト」と介護付有料老人ホ

ーム スーパー・コー ト利用契約書を取 り交わすことによつて成立 します。ま
た、「脚スーパー・コー ト」は利用契約書に付随するものとして、この重要事項

説明書も提示 し、詳細を説明します。

ご入居を希望 されるご本人及び身元引受兼連帯保証人の方から利用契約書ヘ

の署名・押印をいただきます。尚、ご入居者ご本人が身体的事由等により署名

押印できない場合は、身元引受兼連帯保証人が代筆、代印できるものとします。

実際に利用を開始する日を決定していただきます。契約開始 日は利用料の入金

日とします。

契約開始 日までに、利用初月の共通費用を、お振 り込みいただきます。

利用契約書の正式締結がなされた場合でも、施設の入居に関する要件に基づき

ご入居をお断 りする場合があります。

【 利用契約締結に必要なもの 】
【「僻スーパー・コート」が用意する書類】

① 「介護付有料老人ホームスーパー・コート」特定施設入居者生活介護
重要事項説明書

② 「介護付有料老人ホームスーパー・コート」利用契約書
③ 「介護付有料老人ホームスーパー・コート」管理規約
④ 預金日座振替依頼書 (利用料の日座引落とし申請書類)

⑤ 確認書類等

【ご入居者にご用意いただくもの】

① 印鑑 (身元引受人兼連帯保証人は実印・印鑑証明書、各一通 3ヶ 月以内のも

の )

② ご利用初月の共通費用
※ 契約開始日までに振り込み

③ 金融機関の届出印

◆

◆

＞

◆

　

＞

◆

◆

7

8

◆

◆
　
　
◆

◆



介護保険
(1)

◆

(3)

①

②

◆

◆

「要介護認定の更新」と援助

介護保晋父制度での要介護認定有効期間は、認定を受けた基準 日(申請 日)から概ね

6ヶ月です。認定更新の手続きをしないと、有効期間が切れ、介護保険を使つた介護
サービス利用ができなくなります。

要介護認定の更新手続きは、新規申請と同様、基本的にご入居者またはご家族にし

ていただきますが、ご要望があれば、代行ができる居宅介護支援事業者のご紹介を

含め、援助致します。

要介護認定の更新手続きは、有効期間満了日 60日 前から可能です。またご入居中

に、ご入居者の心身状況が変化した場合、60日 以前でも、更新手続き(要介護認定
の変更申請 )をすることができます。

「棚スーパー・ コー ト」はその月に利用された 日数の 日額積算で介護費

用を請求 します。「不在期間」は「外出初 日とホームに戻つた 日を除いた

実質不在 日」を基準に計算 します。

Ex.10/25～ 10/30(5泊 6日 )の間不在の場合
不在期間 (割引算定基準):4日
上記不在期間については、介護費用の請求はありません。

b.基本的に他の介護保呂父サービスは利用できない。
「特定施設入居者生活介護」のサービスを利用すると、他の居宅サービス

(ホームヘルプサービスやデイサービスなど)は重複 して利用することは
できなくなります。

＞

◆

◆

2

※ 要介護認定の有効期間は必ず しも 6ヶ 月とは限 りません。心身状況等により
異なる場合があります。必ず介護保険被保険者証にて確認をお願いします。

※ 要介護認定は自動的に更新 されるものではありません。有効期間を確認、早
めに更新手続きを取 られるよう、お願いします。

「要介護認定の更新」結果 と介護費用

介護費用は要介護認定結果に対応 しています。

要介護認定結果が変更された場合、更新基準 日 (以前の認定有効期間満了 日の

翌 日)よ り介護費用も対応 して変更になります。
介護保険給付について

介護保険の保険給付の仕組み

a.介護保険は、介護サービスそのものの 「現物給付」の制度です。本施設で
は 「特定施設入居者生活介護」の介護サービスを提供 します。

b.介護保険ではサービス提供部分 (介護保険給付費)の原則 9割 (一定以上
の所得がある人は 8割又は 7割 )が保険給付 されます

c。 つまり、サービス提供費用 (介護保険給付費)の 1割 (一定の所得がある
人は 2割又は 3割 )は ご入居者の自己負担 となります。
その他の留意事項

a.介護給付費の利用計算は 「日割 り」ベース
介護保険給付費は 「日割 り」で計算されます。



(4)

◆

※ 以下のサービスは「区分支給限度額」管理の枠外になりますので、利
用することが可能です。

居宅療養管理指導

c.「特定施設入居者生活介護」適用の解除
介護保険で「要介護」の認定を受けられた方でも、ご入居後、身体状態の変化

(改善)により、要介護認定更新時に「自立」と判断される場合があります。

本施設では、「自立」と判断されると、更新基準 日(以前の要介護認定有効期間

満了日の翌 日)に遡つて 14,300円 (日 、税込)の適応とさせていただきます。但
し、上記期間に関しては、介護給付費のご負担は発生いたしません。

本施設での介護給付費の扱い

介護保険指定事業者への介護給付費は、指定サービスごと定められた「介護給

付費単位数表」により算定されます。

1月 あた りの
介護保険給付

単位

5,490ど華位

9,390靖垂位

16,260靖謀位

18,270靖ま位

20,370靖ま位

22,320増圭位

24,390ど華位

1日 あた りの
介護保険給付

単位

183単位

313単位

542単位

609指華位

679単位

744」華位

813単位

認定区分

要支援 1

要支援 2

要介護 1

要介護 2

要介護 3

要介護 4

要介護 5

※ 1月 あた りの介護保険給付単位は 30日 として算出しています。

【要介護認定結果別利用料金】

利 用 者 負 担

額 (c)

(b)★ 100/。

5,737円

9,813円

16,992円

19,093円

21,287円

23,325円

25,488円

介護給付費(b)

(a)± 10.45

57,370円

98,125円

169,917円

190,921円

212,866円

233,244円

254,975円

1月 あた りの
介護保険給付

単位 (a)

5,490日章位

9,390ど華位

16,260ど羊位

18,270ど華位

20,370哺圭位

22,320ど羊位

24,390ど華位

認定区分

要支援 1

要支援 2

要介護 1

要介護 2

要介護 3

要介護 4

要介護 5

※ 地域区分 (5級地)の算定基準 (1点 =10.45円 )に 基づきます。
※ 利用者負担額は 10%で計算 しています。一定以上所得者については 20%ま たは 30%と な
ります。

※ 利用者負担額は 1円 未満を切 り上げて示 していますので、端数に多少のずれが生ずる場合
があります。

※  「介護職員処遇改善加算 I(8.2%)」 「介護職員等特定処遇改善加算 Ⅱ (1.2%)」 が加算 さ
れます。



実費負担
〈〈実費負担の区分基準〉〉

◆  「実費」とは本施設の月額利用料に含まれておらず、かつ 「有料サービス」に
も含まれていない、ご入居者の個人的な費用です。

◆ 主に「生活費関係」については、月額利用料に含まれてお らず、個人での実費
負担になります。区分のおおまかな基準は以下のように設けます。

月額利用料に

含まれないもの

◆ 電気代 (各 室メーター検

針 )

◆ 日常生活に必要な諸費用
のうち、明らかに特定の個

人の消費・所有と認められ

るもの

◆ 個人の嗜好性が強いもの

◆ 退居時及び居室変更時の

クリーニング、小修理・取換

え等にかかる費用

◆ 特定の個人の介護費用

含まれるもの

◆ 水道代・ガス代
◆ 日常生活に必要な諸費用
のうち、特定の個 人の消

。所有と認められないも

居者共通で必要とされる

費用

費

の

入

諸

◆

区分基準

〈〈日常生活に関わる費用の実費負担区分表〉〉

月額利用料に

その他

ご希望 によりまと

めて注文 致 しま

す

お体 にあつた機

器 をお持 ちいた

だくことが望まし

いと思われます

含まれない

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

含まれる

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

内容・項 目

紙おむつ等の介護消耗品

個人のニーズに紺応した介護機

器の購入

ご飯茶碗

その他の食器

湯飲み、コーヒーカップ

はし、スプーン、フォーク

トイレットペーパー (居室内トイレ)

消臭剤 (居室内トイレ)

生理用品

石鹸、シャンプー、リンス

タオル

草椅子

歩行補助器

歯ブラシ、歯磨き

ドライヤー

体重計

分類

介護

食 事

排 泄

入 浴

移 動

洗面/脱衣



ドライクリーニング

リネン類のクリー
ニングは月額利

用料 に含まれて
います

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

上着

下着、靴下

洗 剤

アイロン

洗濯費用
・ 通常
洗濯費用 :

。 高価なもの
・ 特別な処理が必要なもの
爪切り、耳掻き

髭弟」り

化粧品

ベッド

まくら

布団 (上下 )

毛 布

ベンドマント

シーン、リネン類

掃除機

各種洗剤、雑 巾、たわし

往診時の医療費

通院時の医療費

入院時の医療費

救急箱

血圧計

食事摂取量や排便回数のチェッ

ク

アイツシユペ ー パ ー

ふきん

か さ

靴

家具、テレビなど

衣 類

洗 濯

身だしなみ

就 寝

清掃

医 療

健康管理

その他一般

生活

久食時の食費の精算
◆ 食事代については、以下の基準額を差 し引きいたします。

1日 3食 。1人 あた り差引額 :1,442円 (消費税込 )

朝食 :386円 (消費税込 )
昼食 :553円 (消費税込 )

夕食 :553円 (消費税込 )

外泊 (入院)時は、翌々日より
契約解除時は契約終了日の翌 日より

日単位での精算 となります。

精算額は、1月 あた り食費月額を上限とします。



施設での生活にglョ して
◆ 施設で生活するにあたって、ご入居者/身元引受兼連帯保証人 と以下の内容を
確認 しています。

(1)物品管理

・  施設に持ち込まれる物品は、ご入居者 ご本人の自己管理を原則 として
います。

・  高額の現金や宝飾品等の貴重品の持ち込みはお断りしております。
・  基本的に本施設内でのお酒類の飲酒はお断りしております。
・  また、火災・事故の危険がある物品の持ち込みはご遠慮ください。
Ex.石油/ガスス トーブ、ガスコンロ、ロウノク、線香等

(2)預 り金管理サービス

・  本施設では、医療費、クリーニング代、新聞購読費等、現金支出が必要
となることがあるため、「預 り金管理サービス」を提供 しています。

・  本施設でのご入居者の現金預か りは困難ですので、当サー ビスのご利
用をお勧めしています。ご利用は無料ですので、ご希望の方は契約締

結時にお申し込みください。

(3)夜間 。緊急時 。事故発生時の対応

本施設は 24時間の生活の場ですので、病気の急変、突発的な事故等、夜間
や緊急時の医療対応が必要な場合があります。

・  各居室内のベ ッドサイ ド及び共用 トイ レ等各所にナースコールを設置
し、ご入居者の安全確保のために、24時間体制で緊急事態に対応する

体制をとっています。

・  夜勤帯は、常時規定の介護職員を配置、規定の居室巡回をおこな うと
共に、ナースコールに常時対応 します。

・  病状の急変等が生 じた際は、速やかにご入居者の主治医または協力医
療機関へ連絡を行 う等の必要な措置を講 じると共に、管理者に報告 し

ます。

・  介護中に事故が発生 した場合、身元引受兼連帯保証人・市区町村へ連
絡すると共に、必要な措置を講 じます。

(4)居室利用の留意点

a.居室の転貸・譲渡の禁止
居室を第二者に転貸 した り、譲渡することはできません。

b.動物飼育の制限
居室、共用施設、敷地内で動物を飼育することは原則できません。

(5)個人情報の保護

ご入居者の個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」及び「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取 り扱いのためのガイダン

ス」並びにその他条例等を遵守 し、適切な取 り扱いに努めます。



また、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用 しないものとし、

外部へ情報提供する際は、必要に応 じてご入居者または身元引受人兼連帯

保証人の了解を得るものとします。

(6)苦情姑応

・  介護サービスの提供に係るご入居者及び身元引受兼連帯保証人からの
苦情に迅速、適切に対応するために必要な措置を講 じます。

・  介護サービスの提供に関して、市区町村からの文書類の提出 。提示の
求めや質問・照会・調査に応 じ、市区町村が行 う調査に協力するとと

もに、指導または助言を受けた場合は、それに従つて必要な改善を行

います。

・  提供 した介護サービスに係るご入居者及び身元引受兼連帯保証人から
の苦情に関して、国民健康保険団体連合会・都道府県・市区町村の調

査に協力するとともに、指導または助言を受けた場合は、それに従っ

て必要な改善を行います。

(7)虐待防止に関する事項

ご入居者の人権の擁護・虐待の防止等のために、次の措置を講 じます。

a.虐待を防止するための本施設従業者に対する研修の実施
b.ご入居者及び身元引受兼連帯保証人からの苦情処理体制の整備
c。 その他、虐待防止のために必要な措置

本施設従業者または養護者 (ご入居者の家族等、ご入居者を現に養護する

者)に よる虐待を受けたと思われるご入居者を発見した場合は、速やかに
これを市区町村に通報するものとします。

(8)緊急やむを得ず身体拘束を行 う場合の事項

本施設では、ご入居者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体拘束は行いません。但 し、緊急やむを得ず身体拘束を行 う

場合は、その態様及び時間 。その際のご入居者の心身状況・緊急やむを得

なかった理由を記録 し、拘束解除 日より 5年間保存 します。

身元引受人からの要求がある場合及び監督機関等の指示がある場合には、

これを開示 します。



重度化した場合における姑応および看取り1こ関する指針

1.急性期における医師や医療機関との連携体制
(1)スーパー・コートでは夜間 24時間のオンコール体制をとっています。夜間、
次の症状があつた場合は担当の看護職員に電話連絡し、指示のもと対応しま

す。  また、連絡を受けた看護職員は必要に応じて主治医と連絡を取り、
介護職員へ伝達します。

・  38度以上の発熱がみられる時
・  酸素飽和度 (SP02)が 90台以下
・  血圧が平常時よりも変動があった(上が 180以上もしくは 100以下)
・  脈拍が速い (頻脈 100回/分以上)、 または遅い (公脈 40回/分以下)
・  呼吸困難、呼吸が異常に速い、顔色不良、チアノーゼが出現している
。 意識状態が悪い (ばんやりして反応が悪い。いつもと様子が違う。目がうつろ)
・  転倒しており、バイタルサインの異常・外傷・疼痛その他症状を伴う場合
・  出血がある(吐血、下血、外傷による多量の出血、長時間止血しない場合)
・  嘔吐がある 。誤飲・異食時 。主治医・看護職員からの連絡の指示内容に準ず
る場合

(2)次の症状の場合は緊急時として対応し、早急に救急車の要請をします。

・  激しい頭痛・胸痛・腹痛を訴え、脂汗を流し、身をよって苦しんでいる
・  転倒し骨折の疑いがある(痛みの訴えが激しい、動けない)
・  転倒で頭部を強く打つた疑いがある
・  転倒後、吐き気、嘔吐があった
。 けいれん、ひきつけ、嘔吐が何度もある
。 出血がひどい
・  呼吸が止まっている、苦しそうにやつと呼吸している
・  脈がふれない
。 意識がない (意識が朦朧として声をかけないと眠りこんでしまう)
・  その他、異常|い肺停止など)を感じたり、急を要すると判断した場合



(3)緊急時の状態観察の仕方

1)部屋の電気をつける
2)封応した方は落ち着いてその方の状態を見る
3)バイタルの測定 (体温・血圧・脈拍・酸素飽和度 )
4)顔色・チアノーゼ (口 唇・爪)の有無
5)意識レベルの確認の仕方
・  呼びかけイこ反応があるか ?
・ 呼吸はしているか ?
・ 痛みの訴えがあるか ?痛みの場所はどこか ?
・ 視線があうか ?日 の焦点は定まっているか ?
・ 手を握つてもらい、それに対してしつかりと反応があるか ?
・ ろれつが回らない。マヒ などの症状はないか ?

(4)入院を伴う医療処置が必要とされる状態になつた時には、速やかにご家族に

連絡を行います。

また、協力医療機関の医師により可能と判断された場合においては、スーパ

ー・コートに居住した状態で協力医療機関の医師、またはその指示による看

護職員の対応により、医療処置を行います。

2.看取り介護について
(1)看取りの目的  (当施設の考え方 )

長期に渡る入居生活の過程で、将来的に死に至る可能性が予見される方に

対して、ご本人が人生の最期まで当施設で暮らすことを望み、願つている場

合において、その身体的・精神的苦痛および苦悩を緩和し、その方の尊厳を

十分に配慮しながら穏やかで安らぎのある充実した日々を営めるよ)いを込

めた『看取り介護』を実践します。

(2)看取りの時期を迎えた状態とは

慢 Jl生疾患および老化等が進行することにより心身機能が衰弱し、一般に認め

られる医学的知見に基づき回復の見込みがないと医師から診断された状態

をいいます。

(3)看取り介護の開始時期について(開始期～終末期に至る過程)

① 老衰および体調不良等による状態の重篤化から、医師の診断により回復

の見込みがないと判断され、かつ、医療機関での治療の必要性が薄いと

判断された場合に開始となります。



医師から書面 (看取り介護に関する説明書)をもつて現在の本人の状態

について詳細に説明させていただきます。

② 入所時に一度は説明させていただきますが、再度のご確認のため、当施

設が必要と判断した際に、職員より『看取り介護に関する指針』を説明さ

せていただきます。

当施設における看取り介護に同意されるか否かのご判断をいただきます。

また、同意をされず医療機関等での治療等を希望される場合には、ご本

人およびご家族の希望に沿つた援助をさせていただきます。

③ 看取り介護を行うにあたり、終末期に向けての援助方針についてご本人

およびご家族の意思を確認させていただき、それに基づいて計画作成担

当者が『看取り介護計画書 (ターミナルプラン)』を作成します。

計画書の内容について、ご本人およびご家族に詳細に説明させていた

だきます。また、後の状況の変化等にも配慮しながら随時見直し、内容等

の変更が必要となつた場合には、その都度ご本人およびご家族の意思を

確認させていただきます。

④ 上記の計画書の内容に基づき医師および医療機関等との連携を図りな

がら看取り介護を行います。

⑤ ご本人への支援と並行してご家族には定期的にご本人の状態の報告お

よび説明、意思の確認をさせていただきます。

⑥ ご本人が終末期を迎えられ当施設において息を引き取られた後におい

ては、医師による死亡確認後をさせていただきます。

必要に応じてご家族への支援を行います (遺留金品引き渡し、荷物の整

理、相談対応等)。

(4)看取り介護加算の要件[特定施設入居者生活介護のみ]

・ 夜間看護体制加算を算定していること
・ 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断した者であること
・ 利用者又はその家族等の同意を得て、利用者の介護計画が作成されて
いること

・ 医師、看護師、介護職員等が共同して利用者の状態又は家族の求めに
応じ随時、利用者又はその家族への説明を行い、同意を得て介護が行

われていること



事業者、入居者、その身元引受兼連帯保証人は本書に記名捺印のうえ、

甲・乙それぞれ本書各1通を保有します。

この重要事項説明書は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準 (平成11年厚生省令第37号 )」第178条の規定に基づき説明しました。

20  年  月  日

事業者 (甲) 住所  大阪府大阪市西区西本町1丁目7番7号

氏 名

株式会社スーパー・コート

代表取締役  山本 晃嘉 E口

印説明者

この重要事項説明書は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準 (平成11年厚生省令第37号 )」第178条の規定に基づき説明を受けました。

20  年  月  日

入居者 (乙) 住所

自署日自己判断不可の場合の代筆者

身元引受兼連帯保証人

住所

氏名

裏面に割印の押印をお願いいたします
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